
令和３年度から「広報まえばし」は毎月１回の発行に変わります 
 

  市の広報紙である「広報まえばし」は、現在毎月２回発行（１日号・１５日号）して

おり、配布は自治会による全戸配布を基本としています。 

  これまで、月１回発行とした場合の適切な情報発信について検討を行ってきましたが、

月１回発行とした場合でも、デジタル媒体等の各種情報媒体の活用や、市の事業計画の

早期決定による適切な情報掲載などにより、引き続き、適切に情報発信できることを確

認いたしました。また、発行回数が減ることで、発行経費を大幅に削減できるとともに、

配布を担っている自治会の負担軽減にもつながります。 

 

１ 変更時期 

  「広報まえばし」令和３年４月１日号から（令和３年４月１日発行予定）。 

※毎月１日発行予定ですが、各月の１日が土・日・祝日の場合は、前日の平日発行と 

なります。 

 

２ 変更予定箇所及び方向性 

 毎号平均３６ページを基本とします。（現在は平均２４ページ） 

 「目次」を追加し、デザインやレイアウトの見直しを行います。 

 紙媒体から情報を取得する割合の高い高齢者向けの記事は詳しく、若者や子育て世帯

向けの記事は簡潔に掲載し、二次元コードで市ホームページに誘導する等、ターゲット

に応じた効果的な紙面構成を工夫します。 

 「まちの安全ひろメール」や、ＳＮＳをこれまで以上に活用し、広報に掲載している情

報一覧や市政情報の発信の機会を増やします。 

  ※なお、デザイン等の詳細については指名型プロポーザル方式により最終決定します。 

 

３ 経費削減額（年間見込み額） 

  印刷経費 約１５，０００千円（令和２年度当初予算比） 

 

４ 中核市の状況 

 ＜令和２年１０月現在・中核市５８市＞ 

  ・広報月１回発行  ３５市（約６割） 宇都宮市・川口市 等 

  ・広報月２回発行  ２１市（約４割） 前橋市・高崎市 等 

  ・その他       ２市       金沢市・越谷市 

 

 

 

担 当 市政発信課広報係 

                      電 話 027-898-6642 
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